
津堂小山のまちづくりについて 
津堂・小山地区の市街化区域編入に伴い、新たな市街地形成を見据えた景観計画の整理を検討するものです。

 ●景観計画改定の背景

都市計画道路 八尾富田林線整備（大阪府事業）

↓

津堂・小山地区市街化区域編入

↓

新たな市街地形成

↓

景観計画改定

↓

※地区計画については現時点のものから令和8年度に変更予定あり

●津堂・小山地区の位置と景観要素

(都)八尾富田林線

津堂地区

小山地区

規制対象となる建築物

土地利用計画図（案）

地区計画 防火・準防火地域 土地区画整理 関連都計道路

市街化区域

(今回編入)

第一種住居地域

約1.6ha
住環境整備エリア

準工業地域

約21.9ha
事業活用エリア

区域区分 用途地域

準防火地域

 (今回指定)

小山松原線

・線形変更

・幅員変更

事業決定約23.5ha

●地区計画の内容

●今後の津堂・小山地区

●今後の景観計画改定のスケジュール

令和7年度第1回景観審議会（本日）

・改定の背景の共有

令和8年度第1回景観審議会

・景観計画改定素案審議（景観区域案・景観形成方針・届出制度）

令和8年度第2回景観審議会

・最終案審議

●景観計画改定の経緯

津堂・小山地区の市街化区域編入を踏まえ、本市景観計画の改定を検討す

るものです。

津堂・小山地区


